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青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

就
農
計
画
の
作
成
者
の
追
加

新
た
に
就
農
し
よ
う
と
す
る
青
年
等
を
そ
の
営
む
農
業
に
就
業
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
就
農
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
、
当
該
就
農
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
二

就
農
支
援
資
金
の
貸
付
対
象
の
拡
充

認
定
農
業
者
（
新
た
に
就
農
し
よ
う
と
す
る
青
年
等
を
そ
の
営
む
農
業
に
就
業
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
第
一
の

認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
就
農
支
援
資
金
（
農
業
経
営
を
開
始
す
る
の
に
必
要
な
資
金
で
政

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）

第
三

都
道
府
県
青
年
農
業
者
等
育
成
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
拡
充

都
道
府
県
青
年
農
業
者
等
育
成
セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
追
加
す
る
こ
と
。

認
定
農
業
者
が
行
う
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

（一）
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新
た
に
就
農
し
よ
う
と
す
る
青
年
等
に
つ
い
て
、
職
業
安
定
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
無
料
の
職
業

（二）
紹
介
事
業
を
行
う
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
四

農
業
改
良
資
金
助
成
法
の
特
例

農
業
改
良
資
金
助
成
法
第
二
条
の
農
業
改
良
資
金
（
同
法
第
五
条
第
一
項
の
特
定
地
域
資
金
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
認

定
農
業
者
が
就
農
計
画
に
従
っ
て
新
た
に
就
農
し
よ
う
と
す
る
青
年
等
を
そ
の
営
む
農
業
に
就
業
さ
せ
る
の
に
必
要
な
も
の

（
施
設
の
設
置
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
償
還
期
間
は
十
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
据
置

期
間
は
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
五

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


